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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要

医療提供体制の現状と目指すべき⽅向性
85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を⾒据え、全ての地域･世代の患者が、適切に医療･介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き⽅を確保できる医療提供体制を構築
• 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療･介護提供体制を構築
• 外来･在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

新たな地域医療構想
（１）基本的な考え⽅
• 2040年に向け、外来･在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定･推進
(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化･連携等)

• 新たな構想は27年度から順次開始
（25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の⽅向性や必

要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等）
• 新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める

（２）病床機能・医療機関機能
① 病床機能
• これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性
期患者への医療提供機能｣を追加し、｢包括期機能｣として位置づけ
② 医療機関機能報告（医療機関から都道府県への報告）
• 構想区域ごと(高齢者救急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性期拠点

機能､専門等機能)､広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の⽅向性等を報告
③ 構想区域・協議の場
• 必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的･実効的に協議）

（３）地域医療介護総合確保基⾦
• 医療機関機能に着目した取組の支援を追加

（４）都道府県知事の権限
① 医療機関機能の確保（実態に合わない報告⾒直しの求め）
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
• 必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

• 既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める

（５）国･都道府県･市町村の役割
① 国(厚労大臣)の責務･支援を明確化（目指す⽅向性･データ等提供)

② 都道府県の取組の⾒える化、調整会議で調った事項の実施に努
める

③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基⾦の活⽤

（６）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
• 精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする

※令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成
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新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理（案）

○ 新たな地域医療構想について、入院医療だけでなく、外来･在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする⽅向で検討を⾏っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を⾏うこととしてはどうか。
・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の⼀つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ

ン・⽅向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。

・ 医療計画について、地域医療構想の６年間（⼀部３年間）の実⾏計画として、新たな地域医療構想に即して、
５疾病・６事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
病床の機能分化・連携の推進

介護保険
事業支援

計画
（都道府県）

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
入院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想

即して定める

介護保険
事業計画

（市区町村）

整
合
性
を
図
る※
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介護保険
事業計画

（市区町村）

介護保険
事業支援

計画
（都道府県）

整
合
性
を
図
る

※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県⾏動計画とも整合性を図る。

※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県⾏動計画とも整合性を図る。

＜現⾏＞ ＜今後＞

※地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の⼀部とされている。

基本指針（国）基本指針（国）基本指針（国） 基本指針（国）

整
合
性
を
図
る※

１
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・ 地域医療介護総合確保法の総合確保⽅針に即して定める ・ 地域医療介護総合確保法の総合確保⽅針に即して定める
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新たな地域医療構想の記載事項（案）

○ 現⾏の地域医療構想は将来の病床数の必要量、病床の機能分化・連携の推進に関する取組等を定めるものである
が、新たな地域医療構想においては、これらに加えて、地域の医療提供体制全体の将来のビジョン・⽅向性、将来
の医療機関機能の確保のあり⽅、医療機関の機能分化・連携の推進に関する取組等を定めることとしてはどうか。
※ 具体的な記載内容等はガイドラインで検討

○ 構想区域における将来の病床数の必
要量

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の
機能分化・連携の推進に関する取組

○ 病床機能の情報提供の推進

○ 地域の医療提供体制全体の将来のビジョン・⽅向性
※ 入院医療、外来医療、在宅医療、介護との連携、人材確保等を含む医

療提供体制全体の将来のビジョン・⽅向性

○ 構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり⽅
○ 構想区域における将来の病床数の必要量
○ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携
の推進に関する取組

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携の推
進に関する取組

○ 医療機関機能の情報提供の推進
○ 病床機能の情報提供の推進
※ 具体的な記載内容等はガイドラインで検討

現⾏の地域医療構想の主な記載事項 新たな地域医療構想の主な記載事項（案）

※ 医療計画において、新たな地域医療構想に即して、５疾病・６事業及び在
宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定める。

※ 新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画
との整合性を図る。 4
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病床機能・医療機関機能の整理（イメージ）

これまでの地域医療構想では、病床数に着目した協議になって医療機関の役割分担・連携の推進につながりにく
い、病床機能報告において必ずしも客観的でない報告がなされる、必要病床数と基準病床数の関係性がわかりに
くい等の課題があった。

病床区分毎の必要量
基本的に診療実績データをもとに、
病床区分毎に2040年における地
域の病床の必要量を推計。将来の
病床の必要量と基準病床数との関
係を整理し、位置づけを明確化。

医療機関機能の明確化
地域での医療提供体制を検討・
議論するにあたり、連携・再
編・集約化に向けて、地域で求
められる役割を担う医療機関機
能を新たに地域医療構想に位置
づける。

医療機関の報告等
地域の状況・取組進捗等を把握し、
地域で協議を⾏って取組を推進する
とともに、国⺠･患者に共有するこ
とを目的に、病床機能や医療機関機
能を報告する。その際、診療報酬に
おける届出等に応じた客観性を有す
る報告とし、⼀定の医療機関の役割
を明確にする仕組みを創設。

新たな地域医療構想においては、以下の３つの観点に基づき、病床機能・医療機関機能の整理を
⾏い、医療提供体制を構築していく。
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病床機能について（案）②

• 病床機能区分のうち、これまでの【回復期機能】について、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機
能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、【包括期機能】として位置づけてはどうか。

• 現⾏制度では、既存病床数が基準病床数を下回る場合は、将来の病床数の必要量を上回っても、基準病床数まで増床が可能である。基
準病床数制度と地域医療構想の整合性を確保し、基準病床数制度による効率的な病床整備を図ることが重要である。このため、新たな
地域医療構想の実現に向けて、原則６年ごとに策定する医療計画の基準病床数について、連携･再編･集約化を通じた効率的な病床整備
を念頭に置いて設定するものとし、基準病床数の算定においては、将来の病床数の必要量を上限とすることとしてはどうか。その際、
地域の実情に応じて、医療機関の再編･集約化に伴い必要な場合や、地域の医療機関が果たせない機能を提供する場合等には、特例措
置により都道府県は増床等の許可を⾏うことができることとしてはどうか。（再掲）

• 将来の病床数の必要量の推計については、合計の病床数を上記の基準病床数の設定に活⽤することとし、受療率の変化等を踏まえ、定
期的に（例えば将来推計人口の公表毎に）2040年の病床数の必要量の⾒直しを⾏うこととしてはどうか。また、これまでの取組との連
続性等の観点から、これまでの推計⽅法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに病床機能区分ご
との推計を⾏うこととし、ガイドラインの検討において、改⾰モデルも含め、具体的な推計も検討することとしてはどうか。

病床機能区分
機能の内容

高度急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
包括期機能 • 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を⾏い、早期の在宅復帰を目的とした治し支

える医療を提供する機能
• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリ

ハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能 • ⻑期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
• ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者⼜は難病患者等

を入院させる機能
6

これまでの【回復期機能】
については、その内容を⾒
直し、【包括期機能】とし
て位置づけ
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• このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が⾏う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を⾏う。

医療機関機能について（案）

医療機関機能の考え⽅
○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、

医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う｢医療機関機能｣を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を⾏うとともに、国⺠･患者に共有。

○ ⼆次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
・ 2040年頃を⾒据えて、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題

がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大。
・ 従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想の策定･推進に向けて、地域に必要

な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

地域ごとの医療機関機能

広域な観点の医療機関機能

主な具体的な内容（イメージ）
高齢者救急・地域急性
期機能

• 高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協⼒･連携しながら、
入院早期からのリハビリ･退院調整等を⾏い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり⽅を設定

在宅医療等連携機能 • 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対
応を⾏う。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり⽅を設定

急性期拠点機能 • 地域での持続可能な医療従事者の働き⽅や医療の質の確保に資するよう、⼿術や救急医療等の医療資源を多く
要する症例を集約化した医療提供を⾏う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた⼀定の水準を満たす役割を設定。また、アク

セスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。
専門等機能 • 上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中⻑期にわたる入院医療機能、有床

診療所の担う地域に根ざした診療機能、⼀部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を⾏う。

医育及び広域診療機能 • 大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育をはじめとした医療
従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保される
よう都道府県と必要な連携を⾏う。
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※高齢者医療においては、マルチモビディティ（多疾病併存状態）患者への治し支える医療の観点が重要
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構想区域について（案）

• 構想区域については、⼆次医療圏を原則としており、ほぼ同数が整備されている。
• 第8次医療計画においては、20万人未満の⼆次医療圏や100万人以上の⼆次医療圏については、必要に応じて区域

の設定の⾒直しを検討することとしている。三次医療圏については、先進的技術を必要とする医療等の提供等の
ため、基本的に都道府県の単位を区域として設定することとしている。

• 人口規模の⼩さな⼆次医療圏においては、人口あたりの医師数や⼿術件数が少なく、脳⾎管内⼿術が実施されて
いない⼆次医療圏も⼀定数存在する。

• 人口規模の大⼩等により地域毎に課題が異なり、それぞれの特性に応じた医療提供体制の確保が必要となる。
• 人口や地理的な要因など様々な状況下で、医療機関の機能転換・再編等の先⾏事例が存在する。
• 在宅医療の圏域については、⼆次医療圏にこだわらず、市町村単位や保健所圏域等、地域の医療及び介護資源等

の実情に応じて弾⼒的に設定することとしている。

• 構想区域の設定に当たっては、引き続き⼆次医療圏を原則として、急性期拠点機能等の医療機関機能の確保に向け
て、アクセスの観点も踏まえつつ、人口規模が20万人未満の構想区域や100万人以上の構想区域等、医療需要の変
化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区
域を⾒直すこととしてはどうか。
※ ⼆次医療圏の⾒直しに時間を要する場合は、構想区域の合併･分割等を先⾏して⾏うこともあり得る。

• 広域な観点での区域については、都道府県単位（必要に応じて三次医療圏）で設定することとしてはどうか。
• 在宅医療等については必要に応じて⼆次医療圏より狭い区域での議論が必要であり、地域の医療及び介護資源等の

実情に応じて、市町村単位や保健所圏域等、在宅医療等に関するより狭い区域を設定することとしてはどうか。
• 具体的な区域の検討については、区域全体の医療資源に応じて確保する医療内容や、区域内で確保が困難な医療に

ついて隣接区域等との連携のあり⽅等、地域の特性を踏まえた医療提供体制の構築に向けて検討が必要な事項を含
めて、ガイドラインを検討する際に検討することとしてはどうか。 8
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2040年に求められる基礎となる構想区域（イメージ）（案）

2040年におけるイメージ

• 2040年頃を⾒据えると、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機
関の維持等の観点から医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大するとともに、地
域の実情に応じて、地域ごとに、【高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能】、【在宅医療を
提供し、地域の生活を支える機能】、【救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能】（必要に応じて圏域
を拡大して対応）を確保することが考えられるのではないか。

• 地域によっては、回復期リハビリテーションや⼀部の診療科に特化した医療機関等が【その他地域を支える機
能】を発揮する。

既存の構想区域

既存の構想区域
その他︓専門医療の提供等を通じ、地域を支える機能

救急・急性期

その他

その他

高齢者救急

高齢者救急

在宅医療

在宅医療

これまでのイメージ
基礎となる構想区域

既存の構想区域

既存の構想区域

在宅医療

高齢者救急
その他

高齢者救急

高齢者救急
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新たな地域医療構想と医療計画の進め⽅（案）

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の⽅向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９〜10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を⾏うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて⾒直しを⾏い、また、外来医療計画等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を⾏うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、
在宅医療に関する事業

第９次医療計画

新たな地域医療構想の策定・取組
ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)

の検討（国）
第8次計画(後期)

の作成(都道府県)

（令和6年度） （令和7年度） （令和８年度） （令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年度）
２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ 〜

将来の⽅向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※救命救急センターのあり⽅や周産期医療等、個別の事業の課題を第９

次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて⾒直しを⾏う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

10

かかりつけ医機能
報告等のガイドラ
インの検討（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）
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11

新たな地域医療構想における精神医療の位置付け

新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する
検討プロジェクトチーム 取りまとめ概要

○ 以下の観点から、新たな地域医療構想に精神医療を位置付けることが適当。

 新たな地域医療構想においては、2040年頃を⾒据え、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等
を含む、医療提供体制全体の地域医療構想とする⽅向で検討を進めている。
→ 地域の医療提供体制全体の中には、精神医療も含めて考えることが適当

 新たな地域医療構想において精神医療を位置付けることにより、以下の意義が考えられる。
・ 2040年頃の精神病床数の必要量を推計 → 中⻑期的な精神医療の需要に基づく精神医療体制の推進
・ 病床機能報告の対象に精神病床を追加 → データに基づく協議・検討が可能
・ 精神医療に関する協議の場の開催や⼀般医療に関する協議の場への精神医療関係者の参画

→ ⾝体疾患に対する医療と精神疾患に対する医療の双⽅を必要とする患者への対応等における精神医療と
⼀般医療との連携等の推進

・ 地域医療構想の実現に向けた財政⽀援、都道府県の権限⾏使 → 精神病床等の適正化・機能分化の推進

○ 新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、法律改正後に施⾏に向けて、
必要な関係者で議論する必要があり、精神医療に係る施⾏には⼗分な期間を設けることが必要。

※ 病床数の必要量の推計⽅法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の
場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等

「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料より抜粋（⼀部改）

国において、R7法改正後に精神医療に関する各種議論（機能区分・報告制度等）を開始予定


